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１．小規模事業者に光を当てた中小企業政策の再構築 

 

○中小企業・小規模企業の企業数・従業者数について 

 

 

 

 

 

【図表１】企業数・従業者数の推移 

 

＜企業規模別の企業数の推移＞ 

 
1999年 2009年 減少数 

小規模企業 
4,228,781社 3,665,361社 ▲563,420社 

（100.0％） （86.7％） （▲13.3％） 

中規模企業 
607,982社 535,903社 ▲72,080社 

（100.0％） （88.1％） （▲11.9％） 

中小企業 
4,836,763社 4,201,264社 ▲635,500社 

（100.0％） （86.9％） （▲13.1％） 

資料：1999年は総務省「事業所・企業統計調査」再編加工 

2009年は総務省「平成 21年経済センサス－基礎調査」再編加工 

 

＜企業規模別の従業者数の推移＞ 

 
1999年 2009年 減少数 

小規模企業 
10,982,725人 9,120,929人 ▲1,861,796人 

（100.0％） （83.0％） （▲17.0％） 

中規模企業 
20,214,694人 19,222,291人 ▲992,403人 

（100.0％） （95.1％） （▲4.9％） 

中小企業 
31,197,419人 28,343,220人 ▲2,854,199人 

（100.0％） （90.9％） （▲9.1％） 

資料：1999年は総務省「事業所・企業統計調査」再編加工 

  2009年は総務省「平成 21年経済センサス－基礎調査」再編加工 

（注）従業者数は、経営者も含まれる。  

・中小企業全体で約 420万社のうち、約 366万社（87％）が小規模企業。 

・小規模企業数は 1999年から 2009年の 10年間で約 56万社（13％）減少。 

・小規模企業の従業者数は同じく 10年間で約 186万人（17%）減。他の規模

の企業と比べても減少率は大きい。 
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○小規模事業者の意義 

 

   

 

 

 

  

【図表２】小規模事業者の二つの類型の例 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

・小規模事業者の中には 

① 地域に根ざして経済や雇用の下支えを指向するもの、 

② グローバル市場の獲得を目指し事業拡大を指向するもの 

など、大企業に依存せず収益面や雇用面において潜在力を発揮する企業が

存在。 

＜具体例＞ ＜具体例＞ 

ゼファー（従業員２４名；２０１２年７月） 北極しろくま堂（従業員７名；２０１２年２月） 

・ 江戸時代から伝わる技術（東京染
小紋）を活用したスカーフなどの新
商品を開発し、フランスなど欧州を
中心に約２０ヶ国で販路を開拓。 

・ 国内の小型風車市場において、５０％を上回るシェアを実
現。米国・欧州にも現地法人を設立し、海外市場の獲得を
目指す。 

二葉（従業員１７名；２０１０年１月） 

・ 設立は１９９７年。当初は海外製品のＯＥＭから始めたが、
２００２年に産総研・東大・東レ等と産官学で小型風車「エ
アドルフィン」を開発。 

烏山駅前通り商店街 

・ 東京都世田谷区。スタンプ事業
の先駆けで、日本一の実績。 

・ スタンプ事業に力を入れてお
り、集めたスタンプは地域内金
融機関での預金が可能など、
多くの付加価値を付けて収集
意欲を増幅させる取組を実施。
スタンプ発行金額は年間約１億
円で、売上げ増加に寄与。 

烏山駅前通り商店街の様子 

・ ２０１２年６月には英エヴァン
スと販売提携し海外市場を
目指す。 

・ ネット販売のほか、東京・自由が丘と神戸
に直営店を展開し、スリング（抱っこひも）
やおんぶひもを中心に、ベビー用品の製
造・販売を行う。 

・ 子供への愛情と安全で負担の少ない子育
ての両立に貢献。 
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○小規模事業者の雇用への貢献 

 

 

 

 

【図表３】企業規模別の雇用の純増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表４】社齢と雇用の純増減 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

・2001年～2006年にかけて、従業員５人未満の小さな企業や社齢５年未満

の若い企業が我が国に雇用を創出。 

(単位:人) (単位:人) 

出典：深尾京司（２０１２）「「失われた２０年」と日本経済」 

深尾京司・権赫旭（２０１１）「日本経済成長の源泉はどこにあるのか 



 

5 

 

○小規模企業者の定義の精緻化・弾力化について 

 

 

  

 

 

 

【図表５】宿泊業の経営指標（法人のみ） ～中小企業実態基本調査より～ 

 

従業員数 

～5人 ～10人 ～15人 ～20人 ～50人 ～100人 

売上高営業利益率

（n=620） 
-10.2％ -3.7％ -1.3％ -5.9％ 0.1％ 0.4％ 

自己資本比率 

（n=620） 
-7.7％ 0.5％ 1.5％ 14.1％ 4.0％ 6.9％ 

一人当たり付加価値

額（n=153） 
1.7百万円 2.5百万円 2.2百万円 1.9百万円 3.0百万円 3.6百万円 

 

【図表６】娯楽業の経営指標（法人のみ） ～中小企業実態基本調査より～ 

  
従業員数 

～5人 ～10人 ～15人 ～20人 ～50人 ～100人 

売上高営業利益率

（n=1,358） 
-3.90% -2.80% 0.50% -0.80% 1.20% 1.10% 

自己資本比率 
-2.10% 12.40% 25.90% 21.00% 26.70% 20.80% 

（n=1,358） 

一人当たり付加価

値額（n=656） 
2.8百万円 3.1百万円 

3.6百万

円 
3.2百万円 4.8百万円 4.3百万円 

資料：中小企業庁「中小企業実態基本調査」再編加工 

（注）１．すべて中央値である。 

   ２．売上高営業利益率=営業利益／売上高×100 

   ３．営業利益=「売上高]-「売上原価」-[販売費一般管理費」 

   ４．自己資本比率=純資産／資産合計×100 

   ５．一人当たり付加価値額=付加価値額／従業員総数（日雇い・派遣を含む） 

   ６．付加価値額=売上高（営業収益）-売上原価-販売費及び一般管理費+労務費+減価償却費（売上原価）+ 

人件費+地代家賃+減価償却費+租税公課 

   ７．中小企業実態基本調査の調査対象企業についての数字である。 

   ８．従業員数には経営者も含まれる。  

・サービス業のうち宿泊業、娯楽業については、他の業種と比べ、現行の定義より

大きな従業員区分において、売上高営業利益率、自己資本比率、一人当たり

付加価値額等の経営指標で格差が存在。 
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○小規模企業から中小企業・中堅企業への成長発展について 

 

 

 

 

【図表７】従業員規模別にみた中小企業の収益力（売上高営業利益率）  

  

 

 

 

 

資料： 中小企業庁「中小企業実態基本調査」（再編加工）

（注） １．法人企業について集計。

２．売上高営業利益率＝営業利益／売上高×１００

資料： 中小企業庁「中小企業実態基本調査」（再編加工）

（注） １．法人企業について集計。

２．売上高営業利益率＝営業利益／売上高×１００

・製造業やサービス業においては、従業員数５０人程度までは従業員規模と営業

利益に正の相関が見られる。 
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２．経営支援体制（「知識サポート」の抜本的強化） 

 

○経営課題についての相談相手の実情 

 

 

 

 

 

 

【図表８】経営課題に直面する中小企業の相談相手 

 

 

 

  

0
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40
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80

商品･ 

ｻｰﾋﾞｽ開発 

市場･ 

販路 

会計･財務･ 

融資 

家族・社内の人間 

同業の知人 

異業種の知人 

民間の専門家 

公的機関の専門家 

その他の人 

※公的機関の専門家には、商工会・商工会議所を含

む。 

資料:2008年版中小企業白書 

(％) 

・商品・サービス開発等の経営課題について、中小企業・小規模事業者の主な相

談相手は家族や社内の人間、同業の知人が多く、専門家に相談できている企

業が少ない。 
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３．人材 

 

○若手人材の雇用のミスマッチの状況 

 

 

 

 

 

【図表９】中小企業の大学卒業予定者求人数・就職希望者数の推移 

 

 

 

  

・中小企業・小規模事業者は若手人材の確保についてニーズが高い一方、学生は

大企業志向が強く、若手人材の雇用のミスマッチは依然存在。 
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○大企業と中小企業の年齢層別の従業員の割合 

 

 

 

 

【図表１０】従業員規模別一般常用雇用者割合 

  

・中小企業は、高年齢者の雇用割合が高い。 
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４．販路開拓・取引関係（（１）我が国経済のグローバル化に対応した 

海外展開等の更なる支援） 
 

○中小企業・小規模事業者が直面する取引構造の変化 

 

 

 

 

 

 

【図表１１】取引構造の変化を巡る現状 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.0% 

22.7% 

31.1% 

グローバル化の進展による競争の激化 

人材確保の困難化 

原油、原材料高等による費用の増加 

国内需要の減少 

景気低迷、円高、デフレ等による売上の減少 65.5% 

54.1% 

【自社が直面している課題（中小企業）】 

出典：中小企業庁委託「産業、生活を支えるアンケート 
   調査（2010年11月）」、(株)三菱総合研究所 

・景気低迷、円高、デフレ等による売り上げの減少や、国内需要の減少、さらに大

企業の海外移転等により、中小企業・小規模事業者を巡る国内取引構造が大き

く変化し、事業環境は悪化。 
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○積極的に海外展開に取り組む小規模事業者の事例 

 

 

 

 

 

 

【図表１２】企業事例：海外展開や販路拡大等に積極的な企業や優れた技術で世界 

トップシェアを有する企業 

 

佐藤繊維（株） (株) 江戸切子の店華硝 (株)デジタルストリーム 

 
 

 

独創的な紡績糸による

ニット製品を開発、欧米

のラグジュアリーブラン

ドに採用。 

手磨き仕上げにこだわ

り、繊細な柄を掘る技術

を保有。外国人旅行客に

好評で海外展開も視野。  

最先端の光科学を実践応用したブ

ルーレイディスク等の評価用の光ピ

ックアップ部品で世界トップシェア。  

 

  

・小規模事業者においても、海外展開に積極的に取り組む企業が、以下のように

存在。 
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４．販路開拓・取引関係（（２）下請取引等の適正化） 

○中小企業・小規模事業者の下請取引等の実態 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表１３】中小企業・小規模事業者の取引の実態について 

 

 

 

 

 

＜下請取引の下請代金法違反のおそれのある行為の状況＞ ＜下請取引以外の取引の懸念行為の状況＞
（中小企業による回答） （中小企業による回答）

取引全体
大企業

との取引

中小企業

との取引
不明

1.1 0.5 1.7 0.3 ①代金の支払遅延 4.7 3.1 5.9

4.3 3.5 4.6 6.8 ②代金の減額 6.2 5.9 6.5

8.6 7.3 9.8 8.2 ③買いたたき 4.1 3.9 4.1

7.1 6.6 7.9 4.4 ④返品 9.4 9.8 9.3

1.4 1.3 1.5 1.0 ⑤受領拒否 1.5 1.7 1.2

8.2 7.6 8.6 10.6 ⑥給付内容の変更及びやり直し 5.6 5.5 5.6

1.5 1.3 1.6 2.7 ⑦経済上の利益提供要請 5.6 8.1 3.8

2.9 3.0 2.7 4.5 ・協賛金等負担要請 4.3 6.0 2.9

1.6 2.1 1.5 0.3 ・従業員派遣要請 1.7 2.5 1.1

2.1 2.2 2.0 1.7 ・知的財産権無償譲渡等 2.0 2.8 1.3

0.1 0.2 0.1 0.0 ⑧購入・利用強制 2.8 3.6 2.3

⑨不当な経済上の利益提供要請

⑩購入・利用強制

⑪公取委、中企庁への申告等に対する報復

③代金の減額

④買いたたき

⑤有償支給材の早期決済

⑥返品

⑦受領拒否

⑧不当な給付内容の変更及びやり直し

大企業

との取引

中小企業

との取引

①割引困難手形の交付

②代金の支払遅延

違反行為のおそれあり

取引全体

＜下請取引における経済的な損害の発生頻度＞ ＜下請取引以外の取引における経済的な損害の発生頻度＞

ない 25%未満 25%～50% 51%～75% 75%超 ない 25%未満 25%～50% 51%～75% 75%超

51.4 36.0 3.7 1.4 7.6 87.4 11.4 0.5 0.2 0.5

大企業との取引 54.3 33.7 3.0 1.6 7.4 大企業との取引 85.5 13.1 0.5 0.3 0.6

中小企業との取引 49.1 37.8 4.2 1.2 7.7 中小企業との取引 89.2 9.9 0.5 0.1 0.4

不明 50.6 36.3 3.8 1.3 8.1 不明 88.1 10.1 0.9 0.6 0.3

取引全体

出所：「大企業と中小企業との取引の実態に関する調査」

取引全体

・下請取引以外の取引（下請代金法で規制されていない取引）については、中小

企業・小規模事業者が経済的に損害を被る可能性のある行為（懸念行為）が、

全体として一定程度見受けられたが、経済的な損害が発生す割合は下請取引

より低い。  

・下請取引（下請代金法で規制されている取引）についても、下請代金の減額や買

いたたき、返品などを中心に、親事業者による下請代金法違反のおそれのある

行為が、全体として一定程度見受けられた。 

・ 
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４．販路開拓・取引関係（（３）下請中小企業等の振興への対応） 

 

○下請中小企業の連携に係る先進的な取組 

 

 

 

 

 

【先進的な取組事例 ①：京都試作ネット】 

・10年程度続けてきたピーター・ドラッカーの勉強会を発端に、その学びを具現化する 

ものとして平成 13年 7月に発足。メンバーは京都の機械・金属企業の異業種企業 

10社で発足し、現在 20社。メンバー同士は強固な信頼関係を有している。 

・部品の単品試作加工からシステムや装置開発まで、単独受注では困難な幅広いソ 

リューションを提供。 

・インターネット上の専用サイトにより受付窓口を一元化し、当番企業が担当を決定。 

問い合わせから 2時間で対応。 

 

【先進的な取組事例 ②：東レ合繊クラスター】 

・平成 15年の繊維ビジョンにおいて川上の国際競争力の維持や川下の生き残りのた 

めには優れた川中の存在が不可欠との提言があったことを踏まえ、民間ベースの 

実務的な運営母体として平成 16年に設立。 

・北陸三県を中心に関東、近畿、四国から、商社等も含め幅広い業種の企業が 98社 

参加。事務局機能は東レが担っている。東レの役割は一企業としての利益追求では 

なく、産地の活性化に向けた中小企業の自立・自販の全面的なサポート。 

・単独の展示会開催等による販売活動、最先端の素材を活用し市場ニーズを踏ま 

えた商品開発、共同物流等を実施。 

 

  

・自ら取引先を開拓する取組により自立化し、顧客のニーズに応える「課題解決型

ビジネス」ができる企業は比較的好調。 
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５．技術 

 

○新興国との流通面での競争激化 

 

 

 

 

 

 

【図表１４】世界の製造業の付加価値に占める各国のシェア 

（2000年時点の米国ドル換算） 

 

 

資料：2012年版ものづくり白書 
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・２０００年以降、製造業の付加価値に占める我が国のシェアが低下する一方、 

中国や韓国のシェアが急速に上昇。 



 

15 

 

○アジアの貿易構造の変化 

 

 

 

 

 

【図表１５】アジア太平洋の主な工業国間の中間財の貿易構造 

 

 

資料：2012年版ものづくり白書 
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・アジアの最終財の生産拠点としての地位は、我が国から中国に移転。 
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○アジア各国の中間財輸出額の推移 

 

 

 

 

 

【図表１６】日本・韓国・中国・ASEANの全世界向け中間財輸出額の推移 

  

資料：2012年版ものづくり白書 
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・中間財輸出においても新興国の成長は著しい。 
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○技術・技能の継承を巡る厳しい現状 

 

 

 

 

 

 

【図表１７】ベテラン従業員から若手従業員への技能承継の取組み実態 

 

 

  

取り組んでおり、うまくいっ

ている, 29.4% 

取り組んでいるが、あまり

うまくいっていない, 62.7% 

取り組んでいない, 7.3% 

 

・高度な仕事が多くなっており、 
特定の熟練工への依存・負荷が増加。 

 →若手の育成は一層困難に。 

・経営者には適切な方法論が必ずしも 
分からないことが多い。 

・若手のものづくりのレベルが低下 
 →ものづくり基礎力向上が必要 
 →ノウハウが必要、コストがかかる。 

＜事業者の声＞ 

資料：中小企業金融公庫総合研究所 

「第193回中小企業動向調査」（2007年） 

・技術・技能の承継については、取り組んではいるがあまりうまくいっていない中小

企業・小規模事業者が大半。 
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６．資金調達（ （１）創業や成長のための最適な資金調達手段のあり方） 

○中小企業向け貸出の状況 

 

 

【図表１８】貸出金の担保内訳推移

 

出典：日本銀行統計（２０１０年） 

【図表１９】中小企業向け貸出の推移

 
出典：日本銀行統計、連合会統計より中小企業庁作成  
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（兆円） 

・不動産価格の下落による金融機関の貸出姿勢の慎重化を通じて、貸出金額及び

割合が低下。 

 

 （億円） 
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○ABLの推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表２０】ＡＢＬの推進 

 

 

  

・約２４０兆円の中小企業金融の中で、ＡＢＬの市場規模は、年間２，０００億円～

３，０００億円程度と限定的。  

・しかしながら、ＡＢＬの対象となる流動資産の規模は、資本金１億円未満の中小

企業・小規模事業者だけでみても、１２２兆円と非常に大きく、これらを活用した

中小企業金融の円滑化が必要。 
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５．資金調達（ （２）小規模企業者等設備導入資金助成制度の取扱い） 

○利用状況 

 

 

 

 

 

 

【図表２１】（都道府県別）小規模企業者等設備導入資金制度の利用状況 

 

 

 

 

 

  

機密性○ 

 

 

・現在、資金貸付事業は２２、設備貸与事業は１７の都道府県で事業を休止してお

り、資金貸付事業・設備貸与事業を共に休止している都道府県は１１に上る。 
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○実績の推移 

 

 

 

 

 

 

【図表２２】小規模企業者等設備導入資金制度の資金貸付・設備貸与の実績推移 
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＜資金貸付・設備貸与の実績推移＞ （億円） 

【出所】経済産業省調べ 

現行制度に移行 

・事業実績は、平成初期の１，０６２億円をピークに約１／７に大幅に減少。現行 

制度移行後の平成１２年度以降も１０年間で事業実績が約１／３に減少。 
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○他の制度融資の活用状況 

 

 

 

 

 

 

【図表２３】都道府県における制度融資の利用の増加 

 

        ＜制度融資の残高＞          ＜各制度の残高の比較（平成２３年度末時点）＞ 
 

（兆円）                                     （億円） 

    

 

               【出所】中小企業庁調べ                 【出所】中小企業庁調べ 
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・都道府県においては、本制度の事業規模を縮小する一方、信用保証付の制度

融資の活用が増加。 

 

設備運転資金 

（２．４兆円） 

設備資金 

（２．２兆円） 

信用保証 政策公庫 

（国民生活） 

小規模設金 

２．１兆円 

７４５億円 
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７．女性による起業・創業、若者による起業・創業の抜本的推進 

 

○起業家及び経営者の平均年齢 

 

 

 

 

 

【図表２４】起業家の平均年齢 

 

資料：「2011年度新規開業実態調査」日本政策金融公庫 

 

 

【図表２５】起業家の平均年齢（資本金別） 

 

資料：「全国社長分析」㈱帝国データバンク 

（注）小数点以下の単位は「ヵ月」 

 

  

西暦 1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年

年齢 39.6 40.2 40.9 41.6 41.8 40.9 41.4 42.6 43.0 42.9 41.4 41.5 42.1 42.6 42.0

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年 2011年
１千万円未満 55.05 55.08 55.11 56.02 56.06 56.08 56.11 57.04 57.08 57.11 58.00 58.00 58.00 57.11 57.11
５千万円未満 56.08 57.00 57.03 57.06 57.09 58.00 58.03 58.06 58.09 59.00 59.02 59.04 59.07 59.10 60.01
１億円未満 58.05 58.06 58.07 58.08 58.08 58.09 58.09 58.11 58.11 58.11 58.10 58.11 58.11 59.04 59.07
５億円未満 60.01 60.01 60.03 60.00 59.08 59.06 59.06 59.08 59.08 59.08 59.07 59.08 59.10 60.06 60.11
全社長平均 56.08 56.11 57.02 57.06 57.09 57.11 58.02 58.06 58.09 59.00 59.02 59.04 59.05 59.07 59.09

・起業家及び経営者の平均年齢は上昇傾向。 
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○女性起業家の人数及び起業家全体に占める割合 

 

 

 

 

 

【図表２６】女性起業家の人数及び起業家全体に占める割合推移 
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資料：総務省 「平成１９年就業構造基本調査」再編加工 

（万人） （％） 

・女性起業家の人数は減少し、かつ、起業家全体に占める割合も減少。 
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８．女性が働きやすい環境整備 

 

○我が国の生産年齢人口の推移 

 

 

 

 

 

 

【図表２７】我が国の 15～64歳人口 

 

 

  

・我が国の 15～64歳人口（いわゆる生産年齢人口）は、2030年には 2009年の約

83％に減少。 
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○我が国の女性の労働力率 

 

 

 

 

 

 

【図表２８】女性の年齢別労働力率 
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資料:日本は総務省「労働力調査」、その他はILO「LABORSTA」 

・日本の女性は出産を機に離職することが多く、子育て期間である３０～４０代にお

いて労働力率が低くなる傾向。 
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○出産と離職の関係 

 

 

 

 

 

【図表２９】子どもの出生年別第１子前後の妻の就業経歴 

 

 

資料:男女共同参画会議基本問題・影響調査専門調査会「報告書」 

 

 

  

5.7% 8.1% 11.2% 14.8% 17.1% 
18.3% 16.3% 13.0% 11.9% 9.7% 
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・第一次出産を機に職場を離職する女性の割合が高い。 
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９．地域（商店街等） 

○商店街のおかれた厳しい実態 

 

 

 

 

 

 

【図表３０】商店街の賑わい状況 

 

 

 
（出典：平成２１年度商店街実態調査 

報告書） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【図表３１】「次世代で商店街の核となる

リーダーの年齢」についての回答 

 

 

（出典：平成２０年度 次世代商店街リーダー

の養成に係る調査報告書（中小企業庁）） 
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（不明） 

・近年特に商店街の衰退が進行。 

・商店街の年齢層が高齢化。 


